
足
利
義
政
の
政
治
ご
女
性
㈲

五
今
墾
局
の
旧
誼
問
題

　
私
は
今
、
義
政
の
良
政
に
於
て
、
さ
し
も
時
め
い
た
今

墾
局
に
最
後
の
蓮
命
を
與
へ
た
こ
こ
ろ
の
呪
設
問
題
を
槍

討
す
べ
き
時
が
・
摩
た
Q

　
長
腺
三
年
正
月
、
義
政
夫
入
日
野
富
子
の
出
産
に
當
っ

て
、
端
な
く
も
局
の
調
伏
を
行
っ
た
こ
ご
の
暴
露
し
た
一

事
が
局
の
失
脚
を
招
く
の
因
こ
な
っ
た
ご
は
、
諸
記
録
の

共
に
一
致
し
て
居
る
ε
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
り
乍
ら
此
問
題

に
か
ら
ま
る
多
く
の
史
實
は
疑
問
に
満
た
さ
れ
て
居
る
か

ら
，
其
解
決
を
先
決
問
題
ご
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
先
づ

出
産
に
つ
い
て
い
ふ
な
ら
ば
、
御
産
所
日
記
に
其
時
刻
を

「
正
月
野
田
夜
明
卯
辰
之
間
御
誕
生
」
ご
明
記
さ
れ
て
居
る

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
足
利
義
政
の
致
治
ビ
女
性
（
下
）

交
學
博
士
三
浦

周
　
行

の
は
、
記
録
の
性
質
こ
し
て
三
三
受
入
る
べ
き
で
あ
る
ご

思
は
れ
諏
こ
ご
も
な
い
が
、
経
畳
要
抄
に
は
、
正
月
十
日

大
館
激
氏
が
三
軍
義
政
の
代
墾
ご
し
て
春
日
魁
に
詣
で
た

序
に
、
興
編
寺
の
大
乗
院
に
立
寄
う
た
記
事
が
見
え
、
寺

務
方
諸
廻
請
に
は
叉
其
代
墾
の
目
的
を
説
明
し
て
「
爲
御

・
（
妥
）

産
孕
前
之
御
所
也
云
々
」
こ
い
っ
て
居
る
。
九
日
に
出

産
し
た
も
の
な
ら
ば
、
十
日
に
李
産
の
所
に
春
日
迄
代
墾

を
出
だ
す
べ
き
筈
も
な
か
ら
う
。
殊
に
後
者
は
十
日
の
爵

産
を
傳
へ
て
居
る
か
ら
、
御
産
所
日
記
の
所
謂
九
日
夜
明

は
、
實
は
九
日
の
事
で
は
な
・
＼
日
記
の
記
事
に
有
勝
な

十
臼
の
彿
暁
を
指
し
た
も
の
で
、
代
墾
の
京
都
出
　
登
後
の

出
仁
恕
ご
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
Q
次
に
心
見
に
つ
い
て
は

初
め
女
子
ご
書
い
た
寺
務
方
黒
黒
請
も
．
後
に
は
若
宮
ご

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
八
九
（
四
二
九
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
足
利
義
敦
の
政
漕
定
女
性
戸
下
）

書
い
て
居
っ
て
、
経
畳
要
抄
の
若
公
ε
一
致
す
る
。
産
量

が
夫
人
の
腹
中
で
死
去
し
た
ご
書
い
て
居
る
鄙
野
要
心
の

記
事
は
、
出
産
後
や
が
て
早
世
し
た
ご
い
っ
て
居
る
寺
務

方
切
廻
講
の
そ
れ
ざ
相
容
れ
ぬ
が
、
何
れ
に
し
て
も
甚
だ

し
い
相
違
ε
は
な
い
。
只
問
題
は
産
児
の
死
か
ら
局
の
呪

設
ビ
い
ふ
一
大
疑
獄
を
生
ん
で
、
流
刑
か
ら
死
刑
ご
目
ま

ぐ
る
し
い
悲
劇
の
展
開
こ
な
っ
た
纒
路
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

澱
。
私
の
前
に
引
い
た
纒
畳
語
等
長
轍
三
年
正
月
十
七
日

條
に
は
、
局
が
傍
若
無
人
の
礎
勢
を
振
ひ
つ
、
あ
っ
た
こ

の
前
丈
を
承
け
て
、

而
霞
禦
富
。
無
毒
事
二
彼
為
重
藷
伏
、
若
公
腹
中
・

　
テ
被
死
去
、
験
者
共
皆
以
失
西
目
云
々
、
於
御
学
参
者
、
侍
所

　
二
被
仰
付
、
被
遽
流
候
畢
、
以
外
次
第
也
、
去
十
四
日
江
州
懸

　
岐
島
二
乱
流
之
由
有
其
聞
云
々
、

ビ
い
っ
て
居
る
。
死
産
を
調
伏
の
数
果
ご
看
貧
す
こ
ご
は

善
時
の
思
想
信
仰
を
措
い
て
も
ε
よ
り
想
像
も
及
ば
ぬ
こ

ピ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
局
が
其
調
伏
の
嫌
疑
を

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
〇
　
（
四
三
〇
）

蒙
っ
た
こ
ご
、
い
ひ
、
又
忽
ち
に
捕
は
れ
の
身
こ
な
っ
て

配
所
に
移
さ
れ
た
こ
ご
、
い
ひ
、
事
は
何
れ
も
徐
り
に
唐

突
で
あ
る
。
局
の
配
所
に
つ
い
て
も
、
寺
務
方
諸
廻
講
に

「
隠
岐
國
二
配
流
」
ご
書
い
て
居
る
の
は
、
碧
山
厩
録
の
「
偉

窟
既
之
海
外
之
隠
島
」
こ
い
つ
て
居
る
の
こ
一
致
す
る
や

う
で
も
あ
る
が
、
縄
畳
要
抄
に
は
江
州
隠
岐
島
ε
見
え
る

將
軍
の
命
を
承
っ
て
局
の
選
捕
護
邊
に
當
つ
た
侍
所
所
司

京
極
持
清
が
近
江
國
守
護
で
あ
る
こ
こ
か
ら
推
し
て
も
、

所
謂
隠
岐
島
は
琵
琶
湖
の
｝
孤
島
た
る
沖
島
で
あ
っ
て
、

呼
名
の
同
一
か
ら
隠
岐
國
ご
誤
り
傳
へ
ら
れ
た
も
の
ビ
見

る
べ
き
で
あ
ら
う
。
寺
務
蝶
蝶
駈
詰
…
に
、
局
を
辛
崎
に
沈

め
ら
る
、
ご
の
一
説
を
載
せ
て
居
る
の
も
、
亦
謄
岐
島
が

近
江
で
あ
る
ご
の
一
労
護
に
は
な
ら
う
。

　
局
の
配
流
は
経
畳
要
抄
に
十
四
罧
こ
な
っ
て
居
る
が
、

寺
務
方
諸
廻
講
に
は
更
に
其
召
捕
ら
れ
た
の
が
十
三
日
で

あ
っ
た
こ
ε
を
示
し
て
居
る
。
出
産
を
十
日
ε
す
れ
ば
、

相
隔
た
る
こ
ご
僅
に
三
日
を
出
で
灘
が
．
其
璽
日
局
は
早



く
も
配
流
の
憂
目
を
見
て
居
る
。
其
聞
犯
罪
の
有
無
に
つ

い
て
充
分
の
審
理
を
途
げ
ら
る
べ
き
宮
地
が
あ
っ
た
ご
は

誰
に
も
受
取
れ
ま
い
。

　
更
に
驚
く
べ
き
は
義
政
が
未
だ
配
所
に
も
着
か
澱
局
に

極
刑
を
科
し
沈
こ
ご
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
諸
書
の

記
載
は
必
ず
し
も
明
断
で
な
い
。
「
今
月
十
八
口
依
不
慮
零

墨
、
御
今
上
郎
逝
去
」
ご
書
い
た
蔭
涼
軒
日
録
（
正
月
二
十

四
日
露
）
は
局
の
死
因
を
意
外
の
事
こ
し
て
居
る
丈
で
、

具
膿
的
に
明
示
し
て
居
ら
ぬ
が
、
寺
務
方
諸
脚
立
に
は
、

正
月
十
六
日
條
に
、
辛
崎
に
沈
め
ら
る
、
や
の
風
聞
を
載

せ
て
居
り
乍
ら
、
同
二
十
六
日
條
に
は
、
「
於
江
州
テ
去
冬

・
豆
田
被
切
腹
云
々
、
先
代
未
聞
御
下
知
也
云
々
」
ご
い
つ

で
居
る
。
日
附
の
上
に
蔭
涼
軒
日
録
ご
一
日
の
差
が
あ
る

け
れ
こ
も
、
同
一
事
を
指
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
若
し

も
局
が
女
性
の
身
で
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
い
ふ
事
が
事

實
で
あ
る
ご
す
る
な
ら
ば
、
碓
か
に
前
代
未
聞
の
事
で
あ

っ
て
、
蔭
涼
軒
日
録
の
所
謂
「
不
慮
之
蓑
」
と
い
ふ
に
充
分

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
足
利
義
政
の
欧
治
定
女
性
（
下
）

で
あ
る
Q
局
が
配
流
に
麩
せ
ら
れ
た
時
、
既
に
辛
崎
に
沈

．
め
ら
る
、
ビ
の
風
聞
が
京
都
に
行
は
れ
た
こ
ε
は
亦
局
の

運
命
が
早
く
も
決
せ
ら
れ
て
居
π
階
示
ご
看
倣
さ
れ
澱
こ

ご
も
な
か
ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も
先
き
に
社
前
氏
の
更
迭

問
題
に
容
亡
し
だ
爲
め
罪
に
問
は
れ
て
一
旦
は
京
外
放
逐

を
宣
告
さ
せ
ら
れ
乍
ら
．
途
に
其
執
行
を
見
な
い
で
止
ん

だ
ば
か
り
か
、
義
政
の
其
後
の
寵
遇
の
少
し
も
衰
へ
な
か

っ
だ
局
が
配
所
へ
ご
急
ぐ
途
中
で
無
惨
の
最
後
を
途
げ
た

の
は
、
果
し
て
表
面
に
現
は
れ
た
罪
駿
の
み
に
依
っ
た
も

の
で
あ
ら
う
か
。

　
碧
山
日
録
長
調
三
年
正
月
十
入
日
條
に
は
、
此
問
の
消

息
を
傳
へ
て
居
る
か
の
如
き
左
の
記
述
が
見
え
る
。

　
　
酒
事
回
春
公
，
々
母
語
余
日
、
大
相
公
之
三
嘆
某
氏
、
曾
司
室

　　

ﾆ
之
柄
、
至
難
々
不
認
畷
蕩
爲
殆
契
臣
之
蟄

　
　
者
、
藩
政
而
蠣
…
民
、
叉
多
魚
拓
忌
、
寛
脚
本
事
、
而
映
其
室
家

　
　
之
夫
入
、
其
事
逡
獲
、
相
公
大
怒
、
命
大
夫
持
清
、
傳
蜜
既
之

　
　
海
外
之
懸
島
隠
、
日
、
彼
愈
愈
家
室
之
樫
、
有
累
年
積
歳
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
一
　
（
四
三
一
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
足
利
義
政
の
致
治
建
女
性
（
下
）

　
其
繭
可
及
天
下
也
、
而
紅
熱
此
疑
、
天
之
所
罰
也
、
予
日
、
古

　
史
劇
、
婦
人
預
外
事
、
非
国
家
編
云
々
、
相
公
斥
此
、
蒼
生
所

　
欲
、
而
天
下
安
全
之
端
物
、
可
以
唐
突
、

　
こ
、
に
見
え
た
大
相
公
の
婁
妾
が
局
を
織
し
て
居
る
の

は
言
ふ
迄
も
な
い
。
こ
れ
に
蝶
る
ご
、
局
は
義
政
の
妾
で

あ
っ
た
が
、
其
籠
を
賜
ん
で
、
室
家
の
構
を
壇
に
し
た
末

覧
に
夫
人
に
呈
し
た
こ
で
が
露
は
れ
て
、
義
政
の
激
怒
を

買
ひ
、
姫
里
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
斯
る
女
性
に

免
れ
ぬ
嫉
妬
の
外
に
、
食
戻
に
し
て
民
を
惜
ま
し
た
こ
さ

へ
い
は
れ
て
居
る
。
こ
れ
其
請
託
を
容
れ
て
政
務
に
容
豫

し
た
こ
ご
を
三
昧
し
て
居
る
で
あ
ら
う
か
。
義
政
が
彼
女

を
排
斥
し
た
の
は
、
民
意
ビ
も
一
致
し
、
國
家
の
爲
め
に

は
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
ご
の
本
書
の
槻
測
が
、
若
し
正
鵠
を

得
て
居
る
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
女
を
以
て
、
擬
に
褒
姐
に
擬

す
る
こ
ご
も
、
強
ち
過
當
ご
は
い
へ
ま
い
◎
殊
に
蓑
政
の

身
に
な
っ
て
見
れ
ば
、
是
迄
に
子
が
な
か
っ
た
彼
れ
が
、
今

始
め
て
男
子
を
儲
…
”
た
其
激
喜
は
・
如
何
ば
か
b
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
二
　
（
四
三
二
）

ら
う
。
義
政
の
父
義
毅
に
は
八
人
の
侍
女
が
あ
っ
た
け
れ

こ
も
、
其
腹
に
生
れ
た
の
は
女
子
の
み
で
あ
っ
た
時
．
北

向
ご
い
は
れ
あ
ん
｛
畏
松
氏
が
、
・
永
官
需
山
巨
鐘
か
ら
入
年
に
か
け
v

て
義
勝
、
義
政
の
爾
…
人
を
生
ん
だ
の
を
見
て
、
看
聞
日
記

に
、
「
嫡
子
二
男
同
腹
、
幸
蓮
元
入
歎
、
繁
昌
珍
重
也
」
ご

其
幸
蓮
を
た
、
へ
て
居
る
の
は
、
さ
も
あ
る
べ
き
事
ご
思

は
れ
た
。
而
か
も
是
時
富
子
の
生
ん
だ
子
は
死
兜
で
あ
っ

た
か
、
程
な
く
息
を
引
取
つ
た
か
で
あ
る
か
ら
、
其
落
膿

は
又
一
ご
入
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哀
惜
の
照
り
に
、
種

々
の
流
言
に
惑
は
さ
る
、
も
，
寧
ろ
吉
野
美
の
登
露
こ
し

て
恕
す
べ
き
で
あ
る
。
是
よ
り
戦
き
、
永
享
十
一
年
の
冬

義
激
の
殊
寵
を
受
け
つ
、
あ
っ
た
裏
松
氏
が
誓
事
に
襲
は

れ
沈
時
は
、
下
御
軍
の
盤
氣
に
襲
は
れ
た
も
の
こ
看
微
さ

れ
た
。
こ
れ
覚
ハ
妬
嫉
に
終
れ
て
呪
議
さ
れ
た
こ
ご
を
腕
曲

に
述
べ
た
も
の
で
、
時
代
思
溺
か
ら
い
へ
ば
何
の
不
思
議

も
な
い
。
今
航
船
の
脱
証
も
亦
同
前
こ
す
れ
ば
、
斯
く
ご

聞
い
た
嚢
政
が
、
悔
恨
憤
怨
の
絶
頂
に
昇
う
つ
め
た
こ
ピ



も
亦
こ
ご
わ
り
せ
め
て
憐
れ
で
あ
る
。

　
さ
り
乍
ら
此
推
測
は
局
を
義
政
の
妾
ご
見
て
始
め
て
合

理
酌
ご
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
局
は
果
し
て
義
政
の
愛
を

受
け
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
是
歳
義
政
は
こ
十
五
歳
に
達

し
た
こ
は
い
へ
、
普
蓮
の
場
合
彼
れ
よ
り
は
年
下
で
あ
る

べ
き
筈
の
局
が
、
彼
れ
の
十
代
の
時
か
ら
、
讐
中
を
女
の

手
一
つ
に
切
廻
し
て
居
た
ご
見
る
は
、
年
齢
の
關
係
が
こ

れ
を
許
さ
ぬ
や
う
で
あ
る
。
康
富
記
及
び
「
太
上
萬
御
名

之
事
」
に
局
を
大
館
氏
と
し
で
居
る
が
、
尊
卑
舜
賑
を
始

め
こ
し
て
諸
系
圖
、
系
圃
纂
要
録
の
大
館
氏
の
系
圖
は
何

れ
も
女
子
を
省
略
し
て
居
る
。
只
康
富
記
に
「
大
館
殿
親

類
」
ご
見
え
る
大
館
殿
は
同
氏
の
嫡
流
で
、
燈
々
幕
府
の

御
津
衆
で
あ
り
、
又
是
時
義
政
に
用
ゐ
ら
れ
て
串
次
の
要

職
に
あ
っ
た
持
房
を
古
し
て
居
や
う
ε
思
は
る
、
か
ら
、

局
は
同
じ
大
館
氏
で
も
，
支
流
の
田
で
あ
っ
た
こ
解
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

　
本
問
題
に
封
ず
る
私
の
研
究
は
こ
、
迄
行
っ
て
行
詰
り

　
　
　
第
十
獄
巷
　
　
研
　
究
　
　
足
利
義
敦
の
殴
滑
ミ
女
性
（
下
）

の
幾
年
か
を
宣
っ
た
が
、
其
後
偶
然
に
も
新
ら
し
い
＝
一

の
史
料
の
逸
見
に
依
っ
て
、
始
め
て
暗
黒
裡
に
葬
ら
れ
た

局
の
素
性
を
明
る
み
へ
寓
し
て
見
透
す
機
會
が
劉
帯
し
た

私
が
此
M
篇
に
筆
を
執
ら
う
こ
し
た
動
機
は
偏
へ
に
其
賜

に
外
な
ら
澱
。

六
　
今
墾
局
の
素
性
ご
其
最
後

　
其
一
つ
は
相
舅
寺
の
周
鱗
が
文
編
三
年
に
震
い
だ
故
総

州
太
守
源
公
事
房
景
下
院
殿
高
門
常
轡
灘
門
行
朕
ご
題
す

る
一
篇
の
大
館
持
雲
叢
で
あ
る
。
周
麟
は
字
は
景
徐
、
宜

竹
ご
乏
し
、
人
も
知
っ
て
居
る
如
く
、
此
時
代
の
五
山
の

學
者
ε
し
て
も
、
叉
文
人
ご
し
て
も
、
蘭
披
、
横
川
、
桃

源
等
ご
共
に
盛
名
の
あ
っ
た
入
で
、
其
著
書
に
は
翰
林
萌

盤
面
や
宜
竹
騰
二
等
が
あ
る
。
蔭
涼
軒
日
録
の
記
者
集
謹

は
嘗
て
彼
れ
を
評
し
て
、

　
彼
景
徐
翁
成
人
才
力
過
人
、
殊
其
心
法
不
混
當
代
之
人
、
於
五

　
心
内
、
萬
衆
皆
服
之
如
鱗
市
、
聞
違
貴
之
入
範
、

　
　
　
　
　
　
　
策
三
號
　
　
　
九
三
　
（
四
三
三
）



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
足
利
繭
政
の
政
油
ミ
女
性
（
下
）

ご
い
っ
て
居
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
彼
れ
が
深
く
濟
輩
の

間
に
推
重
さ
れ
つ
、
あ
っ
た
こ
ご
が
窺
は
れ
や
う
。
彼
れ

は
有
名
な
る
槻
弓
小
次
郎
信
光
傳
を
始
め
ε
し
て
多
く
の

傳
記
に
其
橡
大
の
筆
を
揮
っ
て
居
る
が
、
持
房
行
駿
も
亦

｝
其
一
つ
ご
口
恥
る
べ
き
で
あ
る
。
而
か
も
彼
れ
一
ご
大
脳
鶴
氏
こ

の
俗
緑
に
つ
い
て
は
是
迄
薫
り
世
に
知
ら
れ
て
居
な
い
が

彼
れ
愚
身
此
行
状
に
書
い
て
居
る
こ
こ
ろ
に
櫨
…
る
と
、
持

房
は
實
に
彼
れ
の
透
蚕
で
あ
っ
た
。
萬
璽
の
梅
花
無
誰
藏

に
牧
め
た
二
等
持
桃
源
灘
師
書
（
文
明
十
五
年
の
作
）
に
、

「
宜
竹
家
父
大
館
景
薄
墨
是
時
巳
没
」
ざ
の
註
は
正
に
こ
れ

を
裏
書
し
て
居
る
Q
彼
れ
は
此
行
状
に
於
て
、
先
づ
其
背

景
ご
し
て
の
大
館
氏
の
出
自
や
父
観
の
怠
業
を
詳
叙
し
π

後
、
持
房
の
灘
父
掃
部
助
氏
信
の
事
に
及
ん
で
、

　
氏
信
長
子
日
満
信
、
次
男
爲
大
島
所
養
、
以
覆
其
後
、
三
男
日

　
満
配
、
々
々
有
患
女
、
所
謂
今
蓼
局
也
、

ご
始
め
て
問
題
の
局
を
拉
し
來
っ
て
奨
素
性
を
説
き
、
更

に
局
ご
義
政
ご
の
關
係
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
四
（
四
三
四
）

欝
魏
利
八
歳
、
嗣
蓄
勢
利
翌
、
響
三
年
癸
亥
、
＋

歳
雍
突
、
餐
由
灘
利
嗣
立
・
駆
動
以
業
覧
待
焉
・

　
公
李
日
不
屈
櫻
貴
、
正
大
以
居
、
今
参
局
侍
喜
山
子
糧
撚
之

　
中
，
観
養
甚
有
恩
、
三
日
三
冠
胴
立
、
三
三
三
内
出
、
椹
過
於

　
大
夫
入
、
公
卿
大
臣
競
賂
三
局
中
、
公
聴
從
兄
弟
，
弱
儒
一
家

　
文
面
、
若
待
之
如
峙
入
、
則
彼
巡
我
、
必
遊
事
父
兄
、
然
而
橿

　
舞
不
携
、
心
常
不
喜
政
事
M
鵠
只
中

ご
明
快
に
叙
述
し
、
進
ん
で
局
の
奇
繭
を
招
い
た
痙
路
を

次
の
如
く
細
か
に
叙
で
て
居
る
。

　
喜
山
脚
軸
之
十
六
年
、
長
瀞
三
年
静
置
、
藤
夫
人
有
漏
、
坐
撮

　
事
起
、
児
女
口
置
、
連
累
局
中
、
女
巫
往
來
、
頼
埋
六
入
祭
祀

　
之
、
或
使
丁
掘
之
、
或
於
道
中
祠
祭
、
使
入
釘
門
、
於
是
召
容

　
口
乞
密
法
者
、
索
民
間
少
女
未
払
者
、
爲
之
戸
、
秘
概
移
過
、

　
少
女
兇
究
、
失
心
謎
語
田
、
某
儒
嚢
、
某
儒
誼
、
癒
和
妄
言
，

　
三
惑
棚
公
、
々
々
年
三
少
、
信
三
女
言
、
今
三
局
坐
座
盤
、
見

　
禺
漁
港
、
途
命
公
図
焉
。
公
請
日
、
量
有
此
哉
，
願
察
其
虚
實

　
相
公
不
可
、
府
中
女
俘
、
妬
溢
者
多
、
恐
公
聴
説
、
令
激
相
公

　
運
命
佐
々
木
正
親
以
配
流
隠
語
、
取
塗
江
之
甲
良
庄
、
彼
妬
寵

　
者
、
欲
其
速
死
、
以
故
相
公
賜
死
、
正
月
十
九
日
、
於
甲
良
佛



　
寺
殺
之
，
局
日
、
無
難
婦
入
、
登
不
能
自
殺
乎
、
將
辱
我
一
門

　
乎
、
右
手
執
刀
道
議
、
以
左
手
抵
之
、
爾
未
得
死
、
其
言
正
突

　
移
監
而
絶
、
武
夫
在
側
考
皆
流
涕
日
、
女
中
大
大
夫
也
，

　
行
状
は
影
堂
の
死
後
の
出
監
事
ε
し
て
、
次
の
如
き
劇

的
怪
異
を
数
へ
て
居
る
◎

　
於
是
甲
良
漣
年
大
早
、
以
其
見
冤
也
、
叉
良
家
息
女
侍
相
府
、

　
相
公
幸
之
、
亦
有
娠
、
田
居
産
室
、
其
夕
夢
見
今
蓼
局
、
來
日

　
講
抱
其
腰
、
豊
后
膣
中
不
安
、
寛
死
、
康
馨
以
刀
割
其
腹
、
取

　
其
マ
†
、
々
亦
死
A
矢
、
嫌
卑
次
年
六
日
月
而
…
十
九
日
也
、
聞
…
者
畏
之
、
或

　
府
中
三
三
見
回
三
三
、
旧
故
請
三
門
爲
天
王
、
回
附
干
御
鰻
旛

　
祭
司
，
至
今
入
悲
之
、
於
是
時
入
稔
公
之
正
大
旧
居
、
其
不
感

　
勢
爲
裟
也
騰
鰺
一
一
一
一
一
一

　
行
歌
の
局
に
關
す
る
記
事
は
こ
れ
で
絡
つ
た
。
言
ふ
迄

も
な
く
此
行
状
は
寸
寸
一
生
の
寸
寸
を
主
た
る
目
的
ご
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
れ
の
從
姉
妹
に
當
る
局
の
事
蹟

の
如
き
は
、
翼
に
一
添
景
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
是

迄
世
に
あ
ら
は
れ
た
あ
ら
ゆ
る
局
の
傳
記
も
こ
れ
程
委
曲

を
盤
し
た
も
の
は
未
だ
嘗
て
見
當
ら
濾
ご
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
足
利
鞭
政
の
致
泊
定
女
性
（
下
）

加
之
此
行
状
の
作
ら
れ
た
文
鶉
三
年
は
、
局
の
死
後
、
四

十
四
年
の
歳
月
を
纒
過
し
て
居
る
け
れ
ご
も
、
周
麟
の
人

物
性
格
か
ら
推
し
て
、
叉
其
同
族
近
親
開
係
か
ら
考
へ
℃

行
歌
の
記
事
全
部
は
其
処
無
條
件
で
受
入
れ
ら
る
べ
き
確

實
性
を
有
っ
て
居
る
。
殊
に
本
行
朕
の
主
人
公
．
た
る
持
房

が
、
局
の
行
田
を
不
快
に
思
っ
て
、
李
生
接
近
を
避
け
つ

、
あ
っ
た
事
は
一
暦
其
態
度
の
公
正
を
裏
書
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
今
試
み
に
三
一
歌
を
基
礎
こ
し
て
、
大
館
氏
信
以
來
の

世
系
を
引
い
て
見
る
ご
、
次
の
や
う
な
も
の
が
出
來
る
。

氏
信
i
満
信

　
　
　
一
三

・
i
満
冬
一
今
参
局

一
三
房

一
議
員
1
彌
五
郎

一
三
幸
一
政
重

i
教
氏
」
目
灘

第
三
號

九
五
　
（
四
三
五
）



　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
足
利
義
政
の
欧
治
定
女
性
（
下
）

　
　
　
「
鍵

一
女
山
名
蜷
之
妻

一
女
馳
痢
畿
敏
浄
潔
長
老
紐
持
尼
院

一
周
麟

　
奪
受
忍
賑
の
系
圖
に
は
、
尊
信
の
子
に
は
只
一
入
の
持

重
を
出
だ
し
て
居
る
丈
で
あ
る
。
書
房
の
子
に
澱
幸
、
激

暑
の
爾
人
は
あ
る
が
、
激
氏
の
こ
人
の
妹
も
な
け
れ
ば
、

嗣
麟
も
な
い
。
更
に
諸
系
圏
を
見
る
ご
、
満
信
は
義
多
の

子
に
な
っ
て
居
る
、
満
信
の
子
に
氏
冬
、
尊
墨
が
あ
る
が

満
多
の
子
は
見
え
て
居
ら
す
、
心
房
は
氏
多
の
子
こ
な
っ

て
居
る
。
而
し
て
再
々
纂
要
は
満
信
を
氏
信
に
改
め
て
居

る
以
外
は
、
大
筆
こ
れ
ご
一
致
し
て
居
る
Q
是
等
は
何
れ

も
大
館
氏
の
正
統
の
記
録
た
る
本
行
歌
に
蝶
っ
て
こ
れ
を

補
正
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
局
が
氏
信
の
三
男
満
多
の
女
子
で
あ
る
こ
ご
は
言
行
歌

に
櫨
っ
て
始
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
康
富
記
に
局
を
大

館
殿
の
親
類
ご
書
い
た
の
も
そ
れ
で
頷
か
れ
る
。
叉
局
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
九
六
　
（
四
三
六
㌧

義
政
こ
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
局
は
轍
総
の
中
か
ら
義
政

を
手
盛
に
か
け
て
大
き
く
し
た
も
の
で
あ
る
。
義
政
が
台

職
に
就
い
で
か
ら
後
の
幕
府
が
、
局
に
依
っ
て
左
右
さ
れ

て
、
其
樺
力
を
さ
く
大
夫
入
を
凌
駕
し
た
こ
ε
は
行
状

も
こ
れ
を
認
め
て
居
る
が
、
そ
れ
は
極
め
て
自
然
な
成
行

ε
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
碧
山
日
鎌
に
「
曾
爾
室
家
之
柄
」
こ

い
ひ
「
其
所
爲
殆
如
大
臣
之
執
事
」
こ
い
つ
て
居
る
の
は
こ

れ
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
織
田
氏
の
更
迭
問
題
を
蓮

し
て
見
た
局
ご
大
夫
人
ご
の
軋
礫
も
こ
れ
亦
無
理
の
な
い

こ
こ
ろ
で
あ
る
。
只
局
の
地
位
を
利
用
し
，
こ
れ
に
繋
線

し
て
或
る
野
心
を
嫁
げ
や
う
こ
し
た
有
象
無
象
が
競
う
て

不
正
の
購
物
を
し
た
ご
あ
る
に
至
っ
て
は
、
縦
し
そ
れ
が

局
の
本
意
で
な
か
っ
た
ざ
し
て
も
、
責
は
局
に
湿
せ
な
い

課
に
行
く
ま
い
。
局
の
死
後
、
奨
闘
所
七
分
を
受
け
た
遣

産
の
中
に
、
曇
華
電
電
北
爆
が
あ
っ
た
の
を
」
洞
院
に
還

付
ぎ
れ
て
居
る
が
、
そ
れ
ら
も
局
の
生
前
に
受
け
た
不
正

の
重
訂
ご
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
○
碧
山
日
銀
に
「
貧
戻
而



憐
民
」
こ
い
っ
た
の
も
、
斯
る
場
合
に
至
り
勝
な
非
難
ε

見
て
よ
い
。

　
行
状
は
更
に
義
政
夫
人
日
野
富
子
が
妊
娠
の
際
、
究
訳

ご
し
て
行
は
れ
た
方
法
の
事
々
を
重
げ
て
居
る
が
、
そ
れ

ら
は
皆
局
の
所
爲
ご
信
ぜ
ら
れ
て
居
る
け
れ
ざ
も
．
實
は

局
の
寵
を
妬
ん
で
こ
れ
を
陥
れ
や
う
こ
す
る
幕
府
の
女
牲

に
依
っ
て
構
へ
ら
れ
た
無
實
の
罪
ご
認
め
て
居
る
。
さ
れ

ば
宗
家
に
預
け
て
幽
閑
さ
せ
や
う
こ
し
た
義
政
に
向
っ
て

持
房
は
局
の
爲
め
に
重
壁
溝
を
薫
じ
て
審
理
を
亡
い
だ
。

若
氣
の
無
分
刷
に
も
女
言
を
信
じ
切
っ
た
義
政
は
こ
れ
に

耳
を
傾
け
や
う
ご
し
な
い
。
其
中
に
持
房
の
繹
明
に
依
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん

て
局
が
放
免
さ
れ
て
は
と
、
反
局
一
驚
は
一
氣
に
局
に
甥

す
る
義
政
憤
怒
の
情
炎
を
煽
っ
て
佐
々
木
正
観
（
京
極
持

薬
）
に
命
じ
急
ぎ
配
所
に
向
は
せ
た
。
所
謂
藩
士
が
沖
島

を
座
し
た
も
の
で
あ
る
こ
ビ
言
ふ
迄
も
あ
る
ま
い
。

　
局
の
寵
を
妬
む
も
の
は
更
に
其
死
期
を
早
め
や
う
ご
、

義
政
に
諮
…
う
て
局
に
死
を
賜
は
る
こ
ご
、
な
っ
た
Q
厨
は

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
鋸
　
　
足
利
義
政
の
政
沿
定
女
性
（
下
）

十
九
口
（
十
八
日
こ
す
る
説
は
誤
聞
で
あ
ら
う
）
配
所
に
赴

く
途
中
蒲
生
郡
甲
良
荘
の
、
ε
あ
る
寺
院
で
刑
の
執
行
を

受
け
た
の
で
あ
る
。
而
か
も
其
死
は
た
い
の
死
で
な
か
っ

た
。
死
の
宣
告
を
受
け
た
局
は
、
女
性
な
り
こ
て
、
膚
殺

の
出
場
澱
こ
ご
は
あ
る
ま
い
Q
醜
い
死
様
を
し
て
我
一
門

を
辱
し
め
て
な
ら
う
か
ご
．
み
つ
か
ら
右
手
に
刀
を
軌
っ

て
腹
を
突
き
刺
し
、
左
手
で
こ
れ
を
挟
つ
た
け
れ
こ
も
、

暫
く
は
爾
ほ
正
号
で
あ
っ
た
が
、
其
分
に
息
が
維
え
た
。

側
に
あ
っ
た
武
士
共
も
こ
れ
を
見
て
は
皆
戚
涙
に
咽
ん
で

遺
に
女
中
の
大
丈
夫
だ
ご
た
、
へ
た
。

　
行
装
は
遷
る
濡
衣
の
最
後
に
俘
ふ
此
時
代
に
有
勝
な
種

々
の
怪
異
の
多
く
を
ま
こ
ご
し
ゃ
か
に
傳
へ
て
居
る
。
中

に
も
義
政
の
妾
が
局
を
夢
み
た
揚
句
、
不
安
を
畳
え
て
、

撫
子
共
に
死
ん
だ
ε
い
は
る
、
は
、
局
の
死
ん
だ
璽
年
（
寛

正
元
年
）
の
六
月
十
九
日
に
、
三
筆
氏
が
難
産
に
依
っ
て
出

産
を
待
た
す
に
逝
い
た
こ
ε
を
塗
し
た
も
の
で
（
碧
山
日

録
大
乗
院
寺
就
雑
事
記
）
こ
れ
を
以
て
局
の
怨
鱗
に
記
す

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
七
　
（
四
三
七
）



　
　
　
第
†
一
目
　
　
研
　
究
　
　
足
利
義
政
の
政
泊
霊
女
性
（
下
）

る
は
、
笑
止
至
極
で
あ
る
が
、
重
ね
み
＼
の
不
思
議
に
脅

え
た
幕
府
は
、
朝
廷
に
喪
う
て
局
の
露
を
天
王
ご
賢
し
、

古
來
冤
罪
に
泣
く
怨
盤
を
合
強
し
た
御
霊
就
に
配
祀
す
る

こ
ご
〉
な
っ
た
。
鷲
取
院
壽
峯
鮮
仁
は
局
の
院
號
法
名
で

あ
る
。
（
蔭
涼
軒
日
録
長
腎
三
年
正
月
二
＋
四
日
條
に
法
名

性
仁
、
滋
號
講
峰
ご
あ
る
里
俗
は
音
蓮
か
ら
卒
て
居
る

が
、
鮮
仁
の
方
が
正
し
か
ら
う
）

　
此
行
状
は
局
が
武
家
に
あ
っ
て
は
名
門
の
出
で
あ
る
こ

ビ
を
駿
へ
た
。
幼
少
か
ら
手
一
っ
に
義
政
を
育
て
、
入
ご

し
た
局
は
、
圖
ら
す
も
好
運
が
廻
り
着
て
台
職
に
登
っ
た

義
政
を
見
て
は
、
正
に
得
意
の
頂
瓢
に
達
し
た
で
あ
ら
う

只
何
ご
い
っ
て
も
年
歯
の
行
か
澱
將
軍
の
事
で
あ
る
か
ら

日
夜
過
失
あ
ら
せ
じ
ε
庇
ふ
心
の
憐
み
は
黒
八
ε
入
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
男
優
り
の
局
は
夜
ご
な
く
謹
ご
な
く
，
千

々
に
心
を
砕
い
て
府
の
内
外
を
一
手
に
切
り
廻
し
た
。
鞠

養
の
恩
あ
る
義
政
が
其
乳
入
ε
共
に
、
局
の
言
ふ
が
ま
、

に
任
せ
た
の
も
不
思
議
は
な
い
。
局
を
以
て
義
政
の
壁
妾

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
入
（
四
三
入
）

ご
見
た
の
は
、
恐
ら
く
義
政
の
妾
の
大
館
氏
（
繋
馬
の
女

佐
子
）
ご
混
同
し
た
も
の
で
以
て
の
外
の
設
傳
で
あ
る
。

そ
れ
論
叢
に
謝
す
る
響
い
た
盤
詐
の
中
に
は
根
無
草
の
多

か
っ
た
こ
ご
も
否
ま
れ
澱
。

　
行
駿
に
は
局
を
義
政
に
籍
し
た
も
の
を
、
府
中
の
女
俘

こ
い
っ
て
居
る
。
將
軍
の
幼
年
の
頃
か
ら
視
養
し
た
局
，

年
少
の
將
軍
を
守
り
立
て
、
來
た
局
に
欝
し
て
、
將
軍
の

寵
遇
の
厚
か
っ
た
の
は
嘗
然
過
ぎ
る
欝
欝
然
で
あ
っ
て
、

も
ご
よ
り
軍
な
る
依
信
ご
け
な
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
タ
カ
カ
モ
ノ

た
。
響
く
も
こ
れ
以
上
の
條
件
を
備
へ
た
健
者
で
な
く
て

局
に
雲
向
ふ
程
の
女
性
が
あ
っ
た
ら
う
ご
は
想
像
も
及
ば

ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
Q
併
し
早
く
も
二
十
五
の
悲
を
迎
へ
て

自
尊
心
の
漸
く
高
ま
り
っ
、
あ
っ
た
當
の
義
政
は
、
局
に

謝
す
る
謝
恩
の
情
も
年
ご
共
に
い
つ
し
か
罷
せ
て
昔
程
で

は
な
か
っ
た
ρ
序
し
て
其
帥
が
け
て
所
つ
た
男
子
の
生
ま

れ
る
か
生
ま
れ
濾
か
に
閲
凹
か
ら
闇
へ
ご
糞
ら
れ
た
こ
ご
を

局
の
呪
ひ
ご
陵
か
さ
れ
て
は
、
血
氣
に
は
や
る
若
人
の
血



は
一
難
に
沸
立
っ
て
ヤ
怒
り
は
心
頭
に
燃
え
あ
が
っ
た
で

あ
ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
、
迄
義
政
の
心
機
を
一
轄
さ

せ
た
女
性
は
淡
し
て
凡
婦
で
は
な
く
、
或
意
味
に
於
て
局

以
上
の
魅
力
を
有
っ
て
居
た
も
の
こ
見
ね
ば
な
る
ま
い
。

而
か
も
行
状
の
中
で
は
、
此
隠
れ
た
る
女
性
の
素
顔
は
術

ヰ
ヌ
カ
ジ
キ

ほ
衣
被
で
お
ほ
は
れ
て
居
る
。

　
局
に
醐
し
た
今
一
つ
の
正
確
な
吏
道
は
．
監
房
行
状
を

見
て
か
ら
数
年
の
後
、
私
が
内
閣
交
庫
で
大
乗
院
薔
藏
の

諸
記
録
を
渉
猟
し
て
居
る
中
に
圖
ら
す
も
見
出
し
た
も
の

で
、
尋
奪
大
僧
正
自
筆
の
寺
務
方
諸
毒
魚
が
帥
ち
そ
れ
で

あ
る
。
其
中
の
二
三
の
記
事
は
便
宜
上
私
の
既
に
引
用
し

た
ご
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
其
局
の
最
後
を
傳
へ
た
部
舜
を

七
曲
す
る
ご
斯
う
で
あ
る
◎

　
長
蝦
鯛
「
二
年
正
月
十
山
ハ
門
口
、
御
A
一
碧
一
局
所
行
、
A
一
度
獅
産
不
李
安

　
剰
若
宮
三
宿
世
事
、
選
局
調
伏
故
ト
テ
去
十
三
日
被
召
取
之
、

　
＋
四
日
隠
岐
三
二
配
流
、
或
辛
崎
ニ
シ
ツ
メ
ラ
ル
ノ
由
風
聞
云

　
々
、
當
室
町
殿
ヲ
守
立
串
ハ
落
忌
ナ
リ
，
於
女
中
テ
罐
門
不
遙

　
　
　
第
十
胴
巻
　
　
研
　
究
　
　
足
利
範
致
の
敷
沿
亡
女
性
（
下
）

　
之
、
尤
鰍
、
今
度
事
不
知
實
否
、
一
向
被
失
生
涯
事
、
御
沙
汰

　
次
第
指
翁
忌
、
但
御
大
方
殿
申
御
沙
汰
故
云
々
、
此
間
不
和
故

　
也
、
彼
局
跡
大
館
二
号
之
、
依
一
家
也
云
々
、

　
壮
六
日
、
御
今
局
野
江
州
テ
、
去
十
九
日
被
切
腹
云
々
、
先
代

　
未
聞
御
下
知
也
云
々
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
二
月
八
日
、
御
三
御
建
四
三
今
回
本
腹
、
伍
当
今
参
同
意
之
衆

　
三
宮
使
北
野
扁
色
大
館
兵
庫
赤
松
供
豆
雪
隠
一
雨
以
御
所
中
ヲ

　
雀
鯛
云
々
、
各
叉
女
子
御
母
也
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ヅ
ヰ

　
局
の
嘗
の
相
手
は
本
書
に
依
っ
て
手
も
な
く
其
被
を
脱

が
さ
れ
た
。
恐
ら
ぐ
護
者
も
想
像
さ
れ
た
で
あ
ら
う
◎
日

贋
局
ご
快
ら
す
、
織
田
氏
の
更
迭
問
題
で
は
火
の
出
る
や

う
な
い
さ
か
ひ
に
、
一
度
は
勝
濁
を
揚
げ
た
義
政
の
大
夫

人
邸
ち
大
方
澱
其
人
で
あ
っ
た
。
斯
る
貴
人
の
習
ご
し
℃

生
み
落
こ
し
た
我
子
は
こ
れ
を
乳
糠
や
保
娼
の
手
に
任
せ

る
淀
め
に
、
一
般
に
母
子
の
情
の
意
想
外
に
淡
い
こ
ざ
は

免
れ
鍛
が
、
そ
れ
も
幼
少
の
間
の
事
で
．
長
じ
て
後
は
必

ず
し
も
さ
う
で
は
な
い
。
局
に
取
っ
て
は
大
の
苦
手
の
大

方
殿
の
前
に
は
．
遺
の
局
も
勝
冒
の
あ
ら
う
筈
が
な
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
九
　
（
四
三
九
〉



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
究
　
　
足
利
晩
政
の
政
沿
亡
女
性
（
下
）

だ
。
さ
は
れ
親
養
輔
導
の
大
功
あ
る
局
が
、
府
中
の
女
官

の
中
で
．
樺
勢
無
比
で
あ
っ
た
こ
ご
を
嘗
然
と
し
て
却
て

こ
れ
を
極
刑
に
露
し
た
義
政
の
忘
恩
急
行
爲
を
酷
に
失
す

る
ご
非
難
し
た
本
書
の
批
剣
は
、
大
気
に
於
て
公
正
を
失

は
澱
も
の
こ
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
但
し
局
が
近
江
で
切

腹
し
た
の
を
、
義
政
の
命
倉
の
如
く
に
書
い
た
の
は
、
事

實
を
誕
っ
て
居
る
。
死
は
義
政
の
命
で
あ
っ
た
が
、
切
腹

は
全
く
局
の
自
獲
得
に
串
で
た
も
の
で
あ
っ
て
、
淡
し
て

誰
か
ら
も
強
胴
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
’

　
本
書
は
更
に
富
子
の
産
後
の
豫
後
の
わ
る
い
こ
ご
を
口

写
こ
し
て
局
一
味
の
女
官
を
野
外
に
放
蓬
し
元
事
實
を
傳

へ
て
居
る
。
こ
れ
で
見
る
ご
、
大
奥
の
晴
闘
は
大
方
殿
饗

今
塞
局
の
音
入
の
事
の
外
に
、
彼
等
ご
共
鳴
し
た
府
中
の

女
官
の
蕪
爾
ご
見
る
こ
ご
も
出
來
る
。
斯
く
て
今
墾
局
の

一
派
は
局
の
失
脚
ご
共
に
、
府
中
の
大
奥
か
ら
徹
底
的
に

一
掃
さ
れ
て
し
ま
つ
だ
。
局
を
女
主
入
公
こ
す
る
悲
劇
は

こ
、
に
其
実
團
厨
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
〇
〇
　
（
四
四
〇
）

　
義
政
の
忘
恩
が
非
難
さ
れ
だ
一
方
に
は
、
．
局
に
秘
す
る

同
情
が
湧
い
た
。
初
七
日
の
佛
事
は
等
持
寺
や
相
野
寺
の

雲
業
曝
で
螢
ま
れ
て
居
る
。
其
内
に
は
彼
怪
異
や
祭
祀
の

事
杯
も
あ
っ
て
、
年
ε
共
に
其
群
雀
が
知
れ
渡
っ
た
ら
し

い
。
局
の
死
刑
の
宣
告
か
ら
四
年
を
過
ぎ
た
寛
正
四
年
六

月
に
は
、
近
江
國
壽
千
寺
領
及
び
越
中
國
三
宮
跡
が
、
義

政
か
ら
局
の
追
善
料
所
こ
し
て
寄
附
さ
れ
て
居
る
。
（
蔭
涼

軒
矯
録
）
彼
れ
も
遺
に
此
頃
は
護
畳
が
わ
る
か
っ
た
も
の

ご
見
え
る
。

　
「
女
中
大
丈
夫
也
」
此
一
語
よ
く
局
の
全
入
格
を
監
く
し

て
居
る
。
身
に
慕
え
な
き
濡
衣
に
一
滴
の
涙
を
も
見
せ
す

只
々
家
門
の
恐
れ
に
露
汚
れ
あ
ら
せ
じ
ε
、
潔
く
唐
忍
し

て
果
て
た
最
後
の
一
勤
は
3
6
事
の
純
興
な
局
で
あ
っ
て
始

め
て
望
ま
れ
や
う
。
縦
し
女
性
に
避
け
難
い
淺
慮
か
ら
、
・

過
去
に
着
て
有
意
に
、
無
意
に
麗
し
た
罪
障
は
免
れ
得
ぬ

こ
し
て
も
手
空
に
か
け
た
幼
將
軍
を
、
あ
れ
迄
に
も
り
立

て
、
行
っ
た
局
の
大
功
は
、
如
何
に
し
て
没
却
さ
れ
や
う
。



殊
に
嘉
吉
の
憂
以
來
嚢
頚
の
一
路
を
辿
）
來
つ
だ
幕
麿
の

雰
圃
氣
の
内
に
あ
っ
て
，
管
領
も
宿
老
も
、
其
眼
中
に
な

い
か
ご
見
え
た
義
政
の
初
世
の
、
年
に
似
合
は
澱
断
乎
た

る
諸
般
の
政
策
は
．
も
と
よ
b
彼
れ
が
年
少
氣
鋭
に
任
せ

た
爲
め
も
あ
ら
う
、
ヌ
乃
父
一
義
鍛
に
か
ぶ
れ
た
爲
め
も
あ

ら
う
が
、
少
く
ビ
も
今
墾
局
の
執
樺
時
代
に
あ
っ
て
は
、

寧
ろ
局
の
全
入
格
の
反
映
其
者
ご
見
た
方
が
肯
の
繁
に
中

っ
て
居
る
で
あ
ら
う
。

第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
足
利
義
政
の
敦
沿
定
女
性
（
下
）

第
三
號
　
　
　
一
〇
｝
　
（
四
四
桶
）


